
今年度の「連絡会ニュース」は、 

３か月に１度（今後は１０月と 

１月）に発行します。 

平成 22年 7月 1日発行                                                          

 

稚内市消費者被害防止連絡会第３回定例会開催 
 平成 22年 5月 28日、第３回定例会を開催し、平
成 21年度活動報告と平成 22年度活動内容について
協議しました。 
 稚内金融防犯協会（事務局 北洋銀行稚内支店）が

新たに構成員として加入し、宗谷支庁から宗谷総合振

興局へ名称が変更、また、役員は会長・副会長・事務

局長の選出区分を明確化しました。それに伴い、稚内

市消費者被害防止連絡会の要綱の一部改正を行い承認されました。 
 平成 22年度の活動については、各構成団体より寄せられた情報を基に、「連絡会ニュー 
ス」の発行、消費者被害防止のため、各構成団体が情

報を共有し、連携を強めることを確認し合いました。

また、稚内警察署生活安全課課長 大澗文弘氏より「犯

罪被害者・振り込め詐欺被害防止」の講話をいただき

ました。 
  

 

 あなたは大丈夫ですか？ 
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○ 総量規制  借り過ぎ・貸し過ぎの防止 
・借入残高が年収の３分の１を超える場合、 
新規の借入れができなくなります。 
・借入れの際に、基本的に、「年収を証明する 
書類」が必要になります。 

○ 上限金利の引下げ 
・法律上の上限金利が、29.2％から、借入金額 
に応じて 15～20％に引き下げられました。 

新しい貸金業法のポイント 

貸金業法とは、消費者金融な

どの貸金業者の業務について

定めている法律です。この法律

は、平成 18 年に、国会で全会
一致で可決・成立し、平成 22
年 6月 18日から、全面的に施
行されました。 



 


